
関東信越地方年金記録訂正審議会第１部会（第 186 回）議事要旨 

 

 

１．日 時  令和８年４月 14 日（火） ９時 18 分から 10 時 10 分まで 

 

２．場 所  さいたま新都心合同庁舎２号館専用会議室 

 

３．出席者  水出部会長、矢倉委員、黒澤委員 

 
４．議 題   

処分案等の審議 

 
５．会議経過 

処分案等の審議（国民年金 １件） 

   国民年金事案１件について、部会として年金記録を訂正する必要はないと決定した。 



関東信越地方年金記録訂正審議会第４部会（第 182 回）議事要旨 

 

 

１．日 時  令和８年４月 15 日（水） ９時 27 分から 10 時 26 分まで 

 

２．場 所  さいたま新都心合同庁舎２号館専用会議室 

 

３．出席者  清水部会長、酒井委員、大澤委員 

 

４．議 題 
（１）部会長代理の指名 
（２）処分案等の審議 

 
５．会議経過 

（１）部会長代理の指名 
清水部会長は、酒井委員を部会長代理として指名した。 
 

（２）処分案等の審議（厚生年金保険 １件） 
厚生年金保険事案１件について、部会として年金記録を訂正する必要があると

決定した。 
 



関東信越地方年金記録訂正審議会第１部会（第 187 回）議事要旨 

 

 

１．日 時  令和８年４月 21 日（火） ９時 23 分から 12 時 03 分まで 

 

２．場 所  さいたま新都心合同庁舎２号館専用会議室 

 

３．出席者  水出部会長、沼尻委員、矢倉委員、黒澤委員 

 
４．議 題   

（１）部会長代理の指名 
（２）処分案等の審議 

 
５．会議経過 

（１）部会長代理の指名 

水出部会長は、沼尻委員を部会長代理として指名した。 
 

（２）処分案等の審議（国民年金 １件、厚生年金保険 ５件） 
     国民年金事案１件について、部会として年金記録を訂正する必要はないと決定

した。 
     また、厚生年金保険事案５件について、部会として年金記録を訂正する必要が

あると決定した。 



関東信越地方年金記録訂正審議会第３部会（第 177 回）議事要旨 

 

 

１．日 時  令和８年４月 21 日（火） ９時 27 分から 10 時 19 分まで 

 

２．場 所  さいたま新都心合同庁舎２号館専用会議室 

 

３．出席者  眞砂部会長、丸岡委員、小林委員、鈴木委員 

 

４．議 題 
（１）部会長代理の指名 
（２）処分案等の審議 

 
５．会議経過 

（１）部会長代理の指名 
眞砂部会長は、丸岡委員を部会長代理として指名した。 
 

（２）処分案等の審議（厚生年金保険 ７件） 
厚生年金保険事案７件について、部会として年金記録を訂正する必要があると

決定した。 
 

 



関東信越地方年金記録訂正審議会第２部会（第 178 回）議事要旨 
 
 
１．日 時  令和８年４月 22 日（水） ９時 28 分から 11 時 37 分まで 
 
２．場 所  さいたま新都心合同庁舎２号館専用会議室 
 
３．出席者  堀之内部会長、松永委員、神成委員、川﨑委員 
 
４．議 題   

（１）部会長代理の指名 
（２）処分案等の審議 

 
５．会議経過 

（１）部会長代理の指名 
堀之内部会長は、松永委員を部会長代理として指名した。 
 

（２）処分案等の審議（厚生年金保険 ３件） 
厚生年金保険事案３件について、部会として年金記録を訂正する必要があると

決定した。 
 




